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木
造
住
宅
除
却
補
助
金
（
集

合
住
宅
）
の
公
開
抽
選
を
４

月
28
日
に
実
施
し
ま
し
た

　

抽
選
結
果
は
申
込
者
に
直
接
連
絡

し
て
い
ま
す
。

問
合
先　

建
築
指
導
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
３
４
１

古
い
建
物
の
解
体

手
厚
い
補
助
金
の
ご
案
内

　

市
で
は
国
道
１
６
３
号
以
北
の
北

部
地
区
の
密
集
市
街
地
の
う
ち
、
延

焼
危
険
性
や
避
難
困
難
性
が
特
に
高

い
密
集
市
街
地
（
地
震
時
等
に
著
し

く
危
険
な
密
集
市
街
地
）
を
２
年
度

ま
で
に
概
ね
解
消
す
る
と
の
目
標
を

定
め
、
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
面

整
備
事
業
に
よ
る
道
路
・
公
園
等
の

公
共
施
設
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

平
成
30
年
度
よ
り
老
朽
木
造
住
宅

等
の
除
却
補
助
制
度
を
創
設
し
、
除

却
を
促
進
す
る
こ
と
で
密
集
市
街
地

の
解
消
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
老
朽

木
造
建
築
物
等
の
解
体
を
検
討
し
て

い
る
人
は
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
補
助
要
件

対
象
者

　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

◦
補
助
対
象
建
築
物
の
所
有
者
ま
た

は
そ
の
相
続
人
（
個
人
・
法
人
不

問
）

◦
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
を
滞

納
し
て
い
な
い

対
象
建
築
物　

次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
老
朽
木
造
建
築
物
等

◦
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築

さ
れ
た
も
の

◦
対
象
区
域
（
地
震
時
等
に
著
し
く

危
険
な
密
集
市
街
地
）
内
に
存
す

る
も
の

◦
差
押
え
、
仮
差
押
え
ま
た
は
仮
処

分
を
受
け
て
い
な
い

◦
ほ
か
の
要
綱
な
ど
に
基
づ
き
、
除

却
ま
た
は
耐
震
改
修
等
に
係
る
補

助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い

◦
土
地
区
画
整
理
事
業
、
道
路
整
備

事
業
等
に
よ
る
建
物
移
転
補
償
の

対
象
と
な
っ
て
い
な
い

補
助
期
間　

２
年
度
ま
で

対
象
区
域

　

門
真
市
北
部
地
区
の
地
震
時
等
に

著
し
く
危
険
な
密
集
市
街
地
内

※
表
１
参
照

補
助
対
象
経
費

　

①
～
③
の
う
ち
最
も
少
な
い
額

①
除
却
工
事
に
要
す
る
経
費

②
補
助
対
象
建
築
物
の
延
床
面
積
に

㎡
単
価
２
万
７
０
０
０
円
（
２
年

度
単
価
）
を
乗
じ
て
得
た
額

③
建
物
用
途
区
分
に
応
じ
た
限
度
額

※
表
２
参
照

※
㎡
単
価
お
よ
び
③
の
用
途
区
分
に

◆表１　門真市北部地区の地震時等に著しく危険な密集市街地
地区名 町名

西部地区 小路町、元町、本町

古川橋駅北地区 石原町、大倉町、垣内町、幸福町、中町

大和田駅南地区 野里町

北東部地区 上島町、城垣町

◆表２　用途区分に応じた限度額（２年度）
建物用途区分 限度額

一戸建住宅 189万円

集合住宅 540万円

長屋建て住宅 540万円（１戸あたり189万円）

住宅以外の建築物
（店舗・事務所等） 216万円

し
お
り
の
配
布

　

６
月
１
日
㈪
か
ら
、
市
役
所
本
館

１
階
宿
直
窓
口
・
別
館
１
階
受
付
、

都
市
政
策
課
、
南
部
市
民
セ
ン
タ

ー
、
門
真
市
営
住
宅
第
二
管
理
セ

ン
タ
ー
で
配
布

申
込
方
法　

６
月
１
日
㈪
～
15
日
㈪

に
申
請
書
類
を
持
参
ま
た
は
郵
送

（
当
日
消
印
有
効
）

申
込
先　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
都
市
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
３
９
１

問
合
先　

門
真
市
営
住
宅
第
二
管
理

セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
２（
８
０
０
）３
８
２
１

対象 規模・入居人数 棟・階層 竣工

福祉世帯向け

３DK�
１人以上世帯 ２棟404号室

平成元年度
３DK�
２人以上世帯

４棟203号室
５棟107号室 平成３年度

３DK�
１人以上世帯

９棟403号室
昭和62年度

９棟404号室

一般世帯向け ３DK�
２人以上世帯

１棟501号室
昭和62年度

１棟506号室
５棟402号室

平成３年度
７棟307号室

新婚世帯・
子育て世帯向け

３DK�
２人以上世帯

１棟408号室
昭和62年度

１棟508号室
２棟203号室

平成元年度
３棟403号室
４棟105号室
４棟408号室
７棟501号室 平成３年度
９棟408号室 昭和62年度

車いす常用者世帯向け ３DK�
２人以上世帯 ３棟101号室 平成元年度

◆審査請求の処理状況（情報公開制度・個人情報保護制度）
　令和元年度は、実施機関の決定に対する審査請求はありま
せんでした。

◆個人情報取扱事務などの届出状況

実施機関 個人情報取扱
事務開始届出件数

目的外利用等
届出件数

市長 ３ 270
教育委員会 ０ 14

上下水道事業管理者 ０ 34
合計 ３ 318

※�選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価
審査委員会、議会についての届出はなし

◆請求・処理状況
受付件数 23

処
理
状
況

開示 10

部分開示 ９

不開示 ０

存否不応答 ０

不存在 ４

訂正承認・不承認 ０

利用停止承認・不承認 ０

取下げ １

合計 24

※�受付件数と処理件数が異なるの
は、複数の内容の請求をまとめ
て１枚で受け付けているため

◆�実施機関別開示請求などの� �
処理件数

実施機関 件数
市長 21

教育委員会 ２
上下水道事業管理者 １

合計 24
※�選挙管理委員会、公平委員会、監
査委員、農業委員会、固定資産評
価審査委員会、議会への請求はな
し

情報公開制度　個人情報保護制度
　　  令和元年度　運用状況

　平成31年４月１日～令和２年３月31
日の情報公開・個人情報保護制度に基
づく届出・請求状況を公表します。
　情報公開制度とは、市が保有する情
報を市民などからの請求に応じて公開
し、市民の信頼を確保し、協働による
市政運営を一層推進させるための制度
です。

　また、個人情報保護制度は、市が保
有する個人情報を適正に取り扱うため
の運用方法を定めるとともに、市民な
どが自らの個人情報を確認したり、誤
りを訂正したりできる権利などを保障
する制度です。
問合先　総務課
　☎０６(６９０２)５６８４

● 情 報 公 開 制 度 ●

● 個 人 情 報 保 護 制 度 ●

門真市

◆請求（申出）・処理状況
受付件数 75

処
理
状
況

開示 94

部分開示 29

開
示
拒
否

不開示 １

存否不応答 ０

不存在 16

取下げ ３

合計 143

※�受付件数と処理件数が異なるのは、複数
の内容の請求をまとめて１枚で受け付け
ているため

◆実施機関別処理件数
実施機関 件数

市長 105

教育委員会 14

選挙管理委員会 ２

農業委員会 １

上下水道事業管理者 21

合計 143

※�公平委員会、監査委員、固定資産評価
審査委員会、議会への請求はなし

応
じ
た
限
度
額
は
、
各
年
度
で
変

動
す
る
場
合
あ
り

補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
×
６
分

の
５
（
補
助
率
）

問
合
先　

地
域
整
備
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
３
１
９

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
し
、

マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ
を
設
定
の
う
え
、
キ

ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で
２
万
円
の
チ
ャ
ー

ジ
ま
た
は
買
い
物
を
し
た
人
に
対
し
、

国
が
５
０
０
０
円
分
の
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
を
付
与
す
る
消
費
活
性
化
策
が

９
月
か
ら
開
始
予
定
で
す
。

マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ
設
定
に
必
要
な
物

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
、
①
ま

た
は
②
の
い
ず
れ
か

①
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
対
応
の

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

②
パ
ソ
コ
ン
、
公
的
個
人
認
証
サ
ー

ビ
ス
対
応
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ

※
①
②
と
も
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
受
取
時
に
設
定
し
た
４
桁
の
暗

証
番
号
が
必
要

　

持
っ
て
い
な
い
人
は
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
市
役
所
別
館
１

階
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
予
約
ブ
ー
ス

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ
は
８
月
ま
で
に
設

定
が
必
要

※
暗
証
番
号
の
再
設
定
が
必
要
な
人

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
本

人
確
認
書
類
を
持
参

問
合
先

◦
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
…
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
１
２
０（
９
５
）０
１
７
８

◦
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
申

請
…
市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
８
３

◦
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
予
約
ブ
ー
ス
…

Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
７
９
３

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
で

お
得
に
お
買
い
物

新しい生活様式のご紹介 公共交通機関の利用時は会話を控えめに

ま
ち
づ
く
り

市営門真
四宮住宅
入居者募集

5 広報かどま　令和２年（2020年）６月号


